
（令和６年３月） 

 

 
〒757-0005 

山陽小野田市大字鴨庄 111-1 

厚狭税務署 調査部門 

電話 0836-72-0162（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

開 催 日 開 催 時 間 定 員 開 催 場 所 

令和６年４月 16 日(火) 

第一部 

10：00～11：15 

 

第二部 

13：30～14：45 

 

（各 75 分） 

100 名 
美祢市民会館 大会議室 
（美祢市大嶺町東分 326-1） 

令和６年４月 18 日(木) 200 名 
山陽小野田市民館 文化ホール 
（山陽小野田市栄町 9-25） 

令和６年４月 19 日(金) 50 名 
厚狭地域交流センター 第一研修室 
（山陽小野田市大字鴨庄 94） 

令和６年５月 13 日(月) 100 名 
美祢市民会館 大会議室 
（美祢市大嶺町東分 326-1） 

令和６年５月 16 日(木) 200 名 
山陽小野田市民館 文化ホール 
（山陽小野田市栄町 9-25） 

令和６年５月 17 日(金) 50 名 
厚狭地域交流センター 第一研修室 
（山陽小野田市大字鴨庄 94） 

 

※ 説明会に参加を希望される方は、電話又は LINE による事前申込をお願いします。 

（令和６年３月 29 日現在） 

 

～説明会の内容（予定）～ 

制度の概要に関する DVD 上映・職員による補足説明・質疑応答 

※ 今回の説明会は給与支払者向けの内容となっております。給与所得以外の定額減税に関するご質問には対応
できない場合があります。 

給与支払者向け所得税定額減税コールセンター 

 定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けしています。 

受付時間 9：00～17：00（土日祝除く） 
全国一律の料金でご利用いただけます。 
 

0570-02-4562 

※ 個別具体的な事実関係に応じたご相談など、個別相談をご希望の方は、所轄の税務署に電話していただき面接申込をお願い 

します。 

説明会に関するお問合せ先 国税庁 
ＬＩＮＥ公式 
アカウント 

YouTube 国税庁動画チャンネルでは、
説明会の際に上映するＤＶＤと同様の内
容の動画を無料で公開しています。 

定額減税の制度の詳細等は、国税庁ホー
ムページ「定額減税特設サイト」をご覧
ください。 

令和６年度税制改正により、令和６年分の所得税について、定額による所得税の特別控除（定額
減税）が実施されることとなりました。 

給与支払者の皆様におかれましては、令和６年６月１日以後最初に支払う給与等につき、源泉徴
収を行う際に定額減税を行っていただくことになります。 

税務署においては、給与支払者の皆様がスムーズに定額減税事務を行っていただけるよう、説明
会（事前申込制・無料）を開催していますので、是非ご参加ください。 


